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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年２月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年８月１２日 １５時１０分ごろ 

発生場所 千葉県富津市大貫海岸西方沖 

 大貫港南防波堤灯台から真方位０２４°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１７.０′ 東経１３９°５１.０′） 

事故の概要  水上オートバイいちはらは、大貫海岸西方沖において遊走中、いち

はらと水上オートバイなんくる２号とが衝突した。 

 なんくる２号は、船長及び同乗者が負傷し、右舷船側外板中央部に

亀裂等を生じ、また、いちはらは、船首船底外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年９月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 水上オートバイ いちはら、０.２トン 

   ２３２－４４２７０千葉、個人所有 

   ３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１８３.９kＷ、平成２８年６月 

Ｂ 水上オートバイ なんくる２号、０.２トン 

   ２３２－４３７４５千葉、株式会社新光塗装 

   ３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８３.９kＷ、平成２７年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３２歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日  令和２年６月１９日 

    免許証交付日 令和２年６月１９日 

         （令和７年６月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ３２歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２２年１０月２２日 

    免許証交付日 令和２年６月１６日 

         （令和７年１０月２１日まで有効） 

  同乗者Ｂ １８歳                                                                                                                             

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 重傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船側外板中央部に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南南西、波高 約０.５ｍ  

 事故の経過  船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、遊走の目的で、Ｂ船、Ｃ船、Ｄ

船と共に、１５時００分大貫港北方にある大貫海岸を出発した。 

Ｂ船は、船長Ａの知人である船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂの知

人（以下「同乗者Ｂ」という。）を後部座席に乗せていた。 

Ｃ船は、船長Ａの友人である船長Ｃが１人で乗り組んでいた。 

Ｄ船は、船長Ｂの知人である船長Ｄが１人で乗り組んでいた。 

 船長Ａは、大貫海岸西方沖において、ほか３隻と共に、約３０km/h

の速力（対地速力、以下同じ。）で、蛇行したり、追越しあったりし

ながら遊走していたところ、左舷正横方の至近で併走していたＢ船の

船長Ｂから、右舷船首方にいたＣ船から船長Ｃが落水した旨を聞いた

ので、減速しながら右舷船首方に視線を向け、右舷船首方約５０ｍに

船長Ｃが落水しているのを認めた。 

船長Ａは、船長Ｃに近づいて声を掛けようと思い、右舷船首方の船

長Ｃを見ながらハンドルを右に切ってＣ船に向首し、アクセルレバー

を握って増速を始めたのち、１５時１０分ごろ、約２０km/h の速力

で、Ａ船の船首部と、Ｂ船の右舷中央部とが衝突した。 

 船長Ａは、落水していた同乗者Ｂに近寄り、船長Ｄと協力して海面

から引き揚げてＤ船に乗せたのち、Ｂ船に乗ったままの船長Ｂに声を

掛けて自力航行できる旨を聞いたので、Ｄ船に伴走して大貫海岸にあ

るマリーナに向かい、マリーナに到着したのち、付近の人に救急車の

手配を要請した。 

 船長Ｂは、自力で航行して、マリーナに到着し、同乗者Ｂと共に救

急車で病院に搬送され、船長Ｂが右肋骨多発骨折等、同乗者Ｂが肝損

傷等とそれぞれ診断された。 

 その他の事項  船長Ａは、本事故発生の前年に水上オートバイを購入し、前年度は

約２０回、今年度は約１０回の乗船経験があった。 

船長Ａは、大貫海岸に、自己所有の水上オートバイをけん引してい

たものの、潮位が低くて海面に降ろすことができず、船長Ｃが所有す

るＡ船を借りて乗っており、船長Ｃも知人の所有するＣ船に乗ってい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 
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 判明した事項の解析  Ａ船は、大貫海岸西方沖において遊走中、船長Ａが、左舷正横方の

至近で併走していた船長Ｂから船長Ｃが落水した旨を聞いて減速し、

船長Ｃに近づいて声を掛けようと思い、右舷船首方の船長Ｃを見なが

らハンドルを右に切ってＣ船に向首し、アクセルレバーを握って増速

したのち、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船の運航状況及び船長Ｂの行動については、船長Ｂから情報が得

られなかったため、明らかにすることができなかった。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、Ａ船の船体が右半身に当たり、それぞれ負

傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、大貫海岸西方沖において、遊走中のＡ船とＢ船とが衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの操縦者は、複数の僚船と遊走する場合、僚船同

士で接近して航行しないことが望ましく、また、全周を見渡し、

僚船の動向を常に把握しておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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（令和３年８月１２日 

１５時１０分ごろ発生） 


